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大網白里市道路占用料等条例の一部改正新旧対照表（令和７年４月１日から変更）

改正後 改正前

別表（第２条） 別表（第２条）

占用物件 単位 占用料の額 占用物件 単位 占用料の額

法第３２条第１

項第１号に掲げ

る工作物

第１種電柱 １本につき１

年

８５０円 法第３２条第１

項第１号に掲げ

る工作物

第１種電柱 １本につき１

年

７４０円

第２種電柱 １，３００円 第２種電柱 １，１００円

第３種電柱 １，７００円 第３種電柱 １，５００円

第１種電話柱 ７６０円 第１種電話柱 ６６０円

第２種電話柱 １，２００円 第２種電話柱 １，０００円

第３種電話柱 １，６００円 第３種電話柱 １，４００円

その他の柱類 ７６円 その他の柱類 ６６円

共架電線その他上空に設け

る線類

長さ１メート

ルにつき１年

７円 共架電線その他上空に設け

る線類

長さ１メート

ルにつき１年

６円

地下に設ける電線その他の

線類

４円 地下に設ける電線その他の

線類

３円

路上に設ける変圧器 １個につき１

年

７４０円 路上に設ける変圧器 １個につき１

年

６５０円

地下に設ける変圧器 占用面積１平

方メートルに

つき１年

４５０円 地下に設ける変圧器 占用面積１平

方メートルに

つき１年

３９０円

変圧塔その他これに類する

もの及び公衆電話所

１個につき１

年

１，５００円 変圧塔その他これに類する

もの及び公衆電話所

１個につき１

年

１，３００円

郵便差出箱及び信書便差出

箱

６３０円 郵便差出箱及び信書便差出

箱

５５０円

広告塔 表示面積１平

方メートルに

つき１年

１，７００円 広告塔 表示面積１平

方メートルに

つき１年

１，８００円

その他のもの 占用面積１平 １，５００円 その他のもの 占用面積１平 ３６０円
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改正後 改正前

方メートルに

つき１年

方メートルに

つき１年

法第３２条第１

項第２号に掲げ

る物件

外径が０．０７メートル未

満のもの

長さ１メート

ルにつき１年

３１円 法第３２条第１

項第２号に掲げ

る物件

外径が０．０７メートル未

満のもの

長さ１メート

ルにつき１年

２７円

外径が０．０７メートル以

上０．１メートル未満のも

の

４５円 外径が０．０７メートル以

上０．１メートル未満のも

の

３９円

外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のも

の

６８円 外径が０．１メートル以上

０．１５メートル未満のも

の

５９円

外径が０．１５メートル以

上０．２メートル未満のも

の

９１円 外径が０．１５メートル以

上０．２メートル未満のも

の

７９円

外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの

１３０円 外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの

１１０円

外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの

１８０円 外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの

１５０円

外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの

３１０円 外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの

２７０円

外径が０．７メートル以上

１メートル未満のもの

４５０円 外径が０．７メートル以上

１メートル未満のもの

３９０円

外径が１メートル以上のも

の

９１０円 外径が１メートル以上のも

の

７９０円

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げ

る施設

占用面積１平

方メートルに

つき１年

１，５００円 法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げ

る施設

占用面積１平

方メートルに

つき１年

１，３００円

法第３２条第１

項第５号に掲げ

る施設

地下街及び地

下室

階数が１のも

の

Ａに０．００

４を乗じて

得た額

法第３２条第１

項第５号に掲げ

る施設

地下街及び地

下室

階数が１のも

の

Ａに０．００

５を乗じて

得た額
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改正後 改正前

階数が２のも

の

Ａに０．００

６を乗じて

得た額

階数が２のも

の

Ａに０．００

８を乗じて

得た額

階数が３以上

のもの

Ａに０．００

７を乗じて

得た額

階数が３以上

のもの

Ａに０．０１

を乗じて得

た額

上空に設ける通路 ８６０円 上空に設ける通路 ９００円

地下に設ける通路 ５１０円 地下に設ける通路 ５４０円

その他のもの １，５００円 その他のもの １，３００円

法第３２条第１

項第６号に掲げ

る施設

祭礼、縁日その他の催しに

際し、一時的に設けるもの

占用面積１平

方メートルに

つき１日

１７円 法第３２条第１

項第６号に掲げ

る施設

祭礼、縁日その他の催しに

際し、一時的に設けるもの

占用面積１平

方メートルに

つき１日

１８円

その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１月

１７０円 その他のもの 占用面積１平

方メートルに

つき１月

１８０円

道路法施行令

（昭和２７年政

令第４７９号。

以下「政令」と

いう。）第７条

第１号に掲げる

物件

看板（アーチ

であるものを

除く。）

一時的に設け

るもの

表示面積１平

方メートルに

つき１月

１７０円 道路法施行令

（昭和２７年政

令第４７９号。

以下「政令」と

いう。）第７条

第１号に掲げる

物件

看板（アーチ

であるものを

除く。）

一時的に設け

るもの

表示面積１平

方メートルに

つき１月

１８０円

その他のもの表示面積１平

方メートルに

つき１年

１，７００円 その他のもの表示面積１平

方メートルに

つき１年

１，８００円

標識 １本につき１

年

１，２００円 標識 １本につき１

年

１，０００円

旗ざお 祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的

に設けるもの

１本につき１

日

１７円 旗ざお 祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的

に設けるもの

１本につき１

日

１８円

その他のもの１本につき１ １７０円 その他のもの１本につき１ １８０円
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月 月

幕（政令第７

条第４号に掲

げる工事用施

設であるもの

を除く。）

祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的

に設けるもの

その面積１平

方メートルに

つき１日

１７円 幕（政令第７

条第４号に掲

げる工事用施

設であるもの

を除く。）

祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的

に設けるもの

その面積１平

方メートルに

つき１日

１８円

その他のものその面積１平

方メートルに

つき１月

１７０円 その他のものその面積１平

方メートルに

つき１月

１８０円

アーチ 車道を横断す

るもの

１基につき１

月

１，７００円 アーチ 車道を横断す

るもの

１基につき１

月

１，８００円

その他のもの ８６０円 その他のもの ９００円

政令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平

方メートルに

つき１年

１，５００円 政令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平

方メートルに

つき１年

１，３００円

政令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３

１を乗じて

得た額

政令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０３

３を乗じて

得た額

政令第７条第４号に掲げる工事用施設及び

同条第５号に掲げる工事用材料

占用面積１平

方メートルに

つき１月

１７０円 政令第７条第４号に掲げる工事用施設及び

同条第５号に掲げる工事用材料

占用面積１平

方メートルに

つき１月

１８０円

政令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び

同条第７号に掲げる施設

１５０円 政令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び

同条第７号に掲げる施設

１３０円

政令第７条第８

号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道

路の路面下（当該路面下の

地下を除く。）に設けるも

の

占用面積１平

方メートルに

つき１年

Ａに０．０１

２を乗じて

得た額

政令第７条第８

号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道

路の路面下（当該路面下の

地下を除く。）に設けるも

の

占用面積１平

方メートルに

つき１年

Ａに０．０１

６を乗じて

得た額

上空に設けるもの Ａに０．０１

７を乗じて

得た額

上空に設けるもの Ａに０．０２

３を乗じて

得た額

地下（トンネ階数が１のも

の

Ａに０．００

４を乗じて

地下（トンネ階数が１のも

の

Ａに０．００

５を乗じて
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改正後 改正前

ルの上の地下

を除く。）に

設けるもの

得た額 ルの上の地下

を除く。）に

設けるもの

得た額

階数が２のも

の

Ａに０．００

６を乗じて

得た額

階数が２のも

の

Ａに０．００

８を乗じて

得た額

階数が３以上

のもの

Ａに０．００

７を乗じて

得た額

階数が３以上

のもの

Ａに０．０１

を乗じて得

た額

その他のもの Ａに０．０２

５を乗じて

得た額

その他のもの Ａに０．０３

３を乗じて

得た額

政令第７条第９

号に掲げる施設

建築物 Ａに０．０１

５を乗じて

得た額

政令第７条第９

号に掲げる施設

建築物 Ａに０．０１

６を乗じて

得た額

その他のもの Ａに０．０１

１を乗じて

得た額

その他のもの Ａに０．０１

２を乗じて

得た額

政令第７条第１

０号に掲げる施

設及び自動車駐

車場

建築物 Ａに０．０２

２を乗じて

得た額

政令第７条第１

０号に掲げる施

設及び自動車駐

車場

建築物 Ａに０．０２

３を乗じて

得た額

その他のもの Ａに０．０１

１を乗じて

得た額

その他のもの Ａに０．０１

２を乗じて

得た額

政令第７条第１

１号に掲げる応

急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道

路の路面下に設けるもの

Ａに０．０１

５を乗じて

得た額

政令第７条第１

１号に掲げる応

急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道

路の路面下に設けるもの

Ａに０．０１

６を乗じて

得た額

上空に設けるもの Ａに０．０２

２を乗じて

得た額

上空に設けるもの Ａに０．０２

３を乗じて

得た額
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その他のもの Ａに０．０３

１を乗じて

得た額

その他のもの Ａに０．０３

３を乗じて

得た額

政令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０２

５を乗じて

得た額

政令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０３

３を乗じて

得た額

政令第７条第１

３号に掲げる施

設

トンネルの上又は自動車専

用道路（高架のものに限

る。）の路面下に設けるも

の

Ａに０．０１

５を乗じて

得た額

政令第７条第１

３号に掲げる施

設

トンネルの上又は自動車専

用道路（高架のものに限

る。）の路面下に設けるも

の

Ａに０．０１

６を乗じて

得た額

上空に設けるもの Ａに０．０２

２を乗じて

得た額

上空に設けるもの Ａに０．０２

３を乗じて

得た額

その他のもの Ａに０．０３

１を乗じて

得た額

その他のもの Ａに０．０３

３を乗じて

得た額


